
 

 

岐阜県看護師等養成所光熱費高騰対策交付金交付要綱 

 

                    令和５年５月１９日制定 

令和６年３月２７日改正 

令和 7年 1月１６日改正 

令和８年２月４日改正 

 

（総則）  

第１条 県は、電気・ガス料金の高騰により著しい影響を受けている看護師等養

成所の設置者が、教育活動を継続できるよう、予算の範囲内で交付金を交付す

るものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。  

  

（対象事業者） 

第２条 交付金の交付の対象となる者（以下「対象事業者」という。）は、次に

掲げる者とする。 

（１）保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第２１条第２号の文

部科学大臣が指定した学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１

２４条の専修学校及び同法第１３４条第１項の各種学校をいい、学校法

人及び地方公共団体が設置するものを除く。）又は保健師助産師看護師法

第３号の都道府県知事が指定した看護師養成所（学校法人及び地方公共

団体が設置するものを除く。）の設置者 

（２）保健師助産師看護師法第２２条第１号の文部科学大臣が指定した学校

（学校教育法第１２４条の専修学校及び同法第１３４条第１項の各種学

校をいい、学校法人及び地方公共団体が設置するものを除く。）又は保健

師助産師看護師法第２２条第２号の都道府県知事が指定した准看護師養

成所（学校法人及び地方公共団体が設置するものを除く。）の設置者 

（３）理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年法律第１３７号）第１２条第

１号又は第２号の文部科学大臣が指定した学校（学校教育法第１２４条の

専修学校及び同法第１３４条第１項の各種学校をいい、学校法人及び地方

公共団体が設置するものを除く。）の設置者 

（４）理学療法士及び作業療法士法第１２条第１号又は第２号の都道府県知事

が指定した作業療法士養成施設（学校法人及び地方公共団体が設置するも

のを除く。）の設置者 

（５）言語聴覚士法（平成９年法律第１３２号）第３３条第１号から第３号ま

での文部科学大臣が指定した学校（学校教育法第１２４条の専修学校及び

同法第１３４条第１項の各種学校をいい、学校法人及び地方公共団体が設

置するものを除く。）の設置者 

（６）言語聴覚士法第３３条第１号から第３号までの都道府県知事が指定した

言語聴覚士養成所（学校法人及び地方公共団体が設置するものを除く。）

の設置者 



 

 

（７）社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４０条第２

項第１号から第３号までの文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学

校（学校教育法第１２４条の専修学校及び同法第１３４条第１項の各種学

校をいい、学校法人及び地方公共団体が設置するものを除く。）の設置者 

 

（欠格事由）  

第３条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、対象事業者となることがで

きない。 

 （１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号。次号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  

（３）役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長そ

の他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括す

る者（営業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。）

をいう。以下同じ。）を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他

法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあって

はその者及びその使用人をいう。以下同じ。）が暴力団員であるなど、暴

力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の

団体（以下この条において「法人等」という。） 

（４）役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用

している個人又は法人等  

（５）役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的

又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力

団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下

同じ。）を利用している個人又は法人等  

（６）役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜

を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は

関与している個人又は法人等 

（７）役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難

されるべき関係を有している個人又は法人等 

（８）役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与し

ている者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材

等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等 

  （９）国、岐阜県又はその他の地方公共団体の各種給付金、補助金、助成金等

において、過去５年間に不正受給を行った者 

 （10）第５条第１項の規定による申請をした者に対し知事が行う現地確認及び

書類の提出の求めに応じない者 

（11）前各号に掲げる者のほか、交付金の趣旨、目的等に照らして適当でない

と知事が認める者 



 

 

 

（交付金の額） 

第４条 交付金の額は、１，３００円に学生定員数（申請の日の属する年度に

おける入学定員数に修業年限を乗じて得た数（複数の学科を有する場合にあ

っては、学科ごとに算出し、合算して得た数）をいう。）を乗じて得た額と

する。 

 

（交付申請）  

第５条 交付金の交付を受けようとする対象事業者は、別記第１号様式に知事

が必要と定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。  

２ 申請書類の提出期限は、知事が別に定める。 

 

（交付決定）  

第６条 知事は、前条第１項の規定による申請があったときは、当該申請の内容

を審査し、交付の可否を決定するものとする。  

２ 知事は、交付金の交付の決定をしたときは、別記第２号様式により当該申請

をした者に通知するものとする。  

３ 知事は、交付金の不交付の決定をしたときは、別記第３号様式により当該

申請をした者に通知するものとする。  

 

 （変更交付申請） 

第７条 対象事業者は、交付の決定（次項の規定による変更交付の決定を含む。）

を受けた交付金について、事情の変更により変更交付の申請をしようとする

場合は、別記第４号様式に知事が必要と定める書類を添えて、知事に申請しな

ければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請があった場合において、交付額の変更が必要

と認めるときは、変更交付の決定をし、別記第５号様式により通知するものと

する。 

 

 （交付請求） 

第８条 対象事業者は、交付の決定（変更交付の決定を含む。）の通知を受けた

ときは、知事に対して、交付の請求を行うものとする。 

 

  （決定の取消し）  

第９条 知事は、対象事業者が法令等若しくはこれに基づく知事の処分に違反

したとき又は申請書に虚偽の記載をしたときは、交付の決定を取り消すこと

ができる。  

  

  （交付金の返還）  



 

 

第１０条 知事は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付金

が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

 

（暴力団の排除等） 

第１１条 第５条第１項又は第７条第１項の規定による申請があった場合にお

いて、当該申請をした者が第３条の規定に該当するときは、知事は、その者に

対して交付金の交付をしないものとする。  

２ 知事は、第６条又は第７条第２項の規定による交付の決定をした後におい

て、当該交付の決定を受けた者が第３条の規定に該当することが明らかにな

ったときは、第９条の規定により交付金の交付の決定を取り消すものとする。  

３ 前項の場合において、既に交付金が交付されているときは、知事は、前条の

規定により、期限を定めて、返還を命ずるものとする。  

 

  （加算金及び延滞金）  

第１２条 対象事業者は、第１０条の規定により交付金の返還を命ぜられた場

合であって知事が必要と認めるときは、その命令に係る交付金の受領の日か

ら返還の日までの日数に応じ、当該交付金の額（その一部を返還した場合にお

けるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき年１０．９５パ

ーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。  

２ 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、対象事

業者の納付した金額が返還を命ぜられた交付金の額に達するまでは、その納

付金額は、まず当該返還を命ぜられた交付金の額に充てられたものとする。  

３ 対象事業者は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなか

ったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に

つき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければ

ならない。 

４ 知事は、第１項及び前項の場合において、やむを得ない事情があると認め

るときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

（立入調査等）  

第１３条 知事は、この要綱に基づく交付金に係る予算の執行の適正を期する

ため必要があるときは、対象事業者に対して報告を求め、又は対象事業者の事

務所等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問するこ

とができる。  

 

（帳簿等の保存期間）  

第１４条 対象事業者は、交付金の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、

申請の日の属する年度の翌年度以降５年間保存しなければならない。 

  

（その他）  



 

 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、交付金に関し必要な事項は、知事が別

に定める。  

  

     附 則  

この要綱は、令和５年度分の予算に係る交付金から適用する。 
 

     附 則  

この要綱は、令和６年度分の予算に係る交付金から適用する。 
 

 

附 則  

この要綱は、令和７年１月１６日以降に交付申請のあった交付金から適用す

る。 

   

附 則  

この要綱は、令和７年度分の予算に係る交付金から適用する。 

 



 

 

別記 

第１号様式（第５条関係） 

 

第   号 

 年  月  日 

 

  岐阜県知事 様 

 

所在地                   

名 称                   

代表者                   

 

 

年度岐阜県看護師等養成所光熱費高騰対策交付金交付申請書兼誓約書 

 

 

岐阜県看護師等養成所光熱費高騰対策交付金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

また、下記の誓約事項について誓約します。 

 

 

記 

 

 

申請額  金              円 

 

（内訳） 

学校名 学科名 入学定員数 修業年限 交付金額 

      人   年   円 

      人   年   円 

      人   年   円 

 

  【誓約事項】 

 

   ・申請要件を満たしています。         

・交付金の申請に関し提出した書類及び記載に虚偽はありません。    

・岐阜県から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。 

・交付金の交付後に申請内容に虚偽等が判明した場合は、交付金の返還に応じるとともに、 

加算金及び延滞金の支払に応じます。また、申請内容に不正があった場合など必要があ 

る場合には交付金の交付を受けた法人名などの情報が公表されることに同意します。 

・申請事業者又は申請事業者の代表者、役員若しくは使用人若しくは構成員等が、暴力団 

員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６ 

号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しません。 

また、上記の暴力団及び暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画していません。 

             

  

 担当者   

連絡先   



 

 

第２号様式（第６条関係） 

 

第   号 

     年  月  日 

 

 

           様 

 

                          岐阜県知事   

 

 

 

年度岐阜県看護師等養成所光熱費高騰対策交付金交付決定通知書 

 

 

 

年  月  日付けで申請のあった    年度岐阜県看護師等養成所光熱費高騰対

策交付金について、下記のとおり交付を決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額  金            円 

 

 

２ 内訳 

 

学校名 学科名 入学定員数 修業年限 交付金額 

      人   年   円 

      人   年   円 

      人   年   円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第３号様式（第６条関係） 

 

  第   号 

年  月  日 

  

 

 様 

   

                          岐阜県知事   

 

 

 

年度岐阜県看護師等養成所光熱費高騰対策交付金不交付決定通知書 

 

 

 

年  月  日付けで申請のあった岐阜県看護師等養成所光熱費高騰対策交付金につ

いて、下記の理由により不交付とする。 

 

 

記 

 

 

（不交付理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第４号様式（第７条関係） 

 

第   号 

 年  月  日 

 

 

  岐阜県知事 様 

 

所在地                   

名 称                   

代表者                   

 

 

 

年度岐阜県看護師等養成所光熱費高騰対策交付金変更交付申請書 

 

 

  

年  月  日付け  第   号により通知された    年度岐阜県看

護師等養成所光熱費高騰対策交付金について、下記のとおり交付額の変更を行うた

め、関係書類を添えて変更交付を申請します。 

 

 

記 
 

 

１ 変更交付申請額  金              円 

 

（内訳） 

既交付決定額(a)  

 追加交付申請額(b)   

 変更交付申請額((a)+(b))   

 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者   

連絡先   



 

 

第５号様式（第７条関係） 

 

第   号 

 年  月  日 

 

 

 様 

 

 

 

                          岐阜県知事   

 

 

 

年度岐阜県看護師等養成所光熱費高騰対策交付金変更交付決定通知書 

 

 

 

   年  月  日付け  第  号で変更申請のあった   年度岐阜県看護師等

養成所光熱費高騰対策交付金（  年  月  日付け  第  号により交付決定済）

について、下記のとおり変更交付を決定したので通知します。 

 

 

 

記 
 

 

 

１ 変更交付決定額  金              円 

 

 

２ 内訳 

既交付決定額(a)  

 追加交付申請額(b)   

 変更交付申請額((a)+(b))   

 

 

 

 

 

 

 

 


